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１．下水道の役割 

我が国の下水道事業は、当初、雨水及び汚水を排除することを目的として事業を開始しました。その後、昭

和４５年の下水道法改正において、公共用水域の水質保全が目的に追加され、現在は、「浸水防除」、「公衆

衛生の向上」及び「公共用水域の水質保全」を目的として事業が実施されています。 

下水道の具体的な役割は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（下水道整備前）                           （下水道整備後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道整備により… 

水路に生活雑排水が流れ込み、悪

臭や害虫が発生していました 

生活環境が改善しました 

 

各家庭や事業所の台所、風呂などのからの雑排水を下水道に取り込むことによって、快適で美

しく清潔な街並みや自然環境を守ることができます。 

 

街を清潔にする 

 

下水道が使用できる区域になると、浄化槽を設けず、直接、下水道管にトイレのし尿を流し入

れることで、トイレを水洗化できるので、快適な生活ができるようになります。 

 

快適な生活 

 

公共用水域は、将来にわたり守る財産です。下水道は公共用水域に流れ込む雑排水を生物化学

的にきれいな水に処理してから公共用水域に放流します。 

公共用水域の水質保全 

Ⅰ 経営戦略の位置付け 
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２．本町の概況と下水道処理の歩み 

本町は北海道北西部留萌管内のほぼ中央に位置し、南は苫前町、北は初山別村及び遠別町、東は幌加内町に

接しています。東は天塩山系ピッシリ山を背後として、西は日本海に面し、沖合い 24 ㎞には暑寒別天売焼尻国定

公園に指定されている天売島、焼尻島があります。 

昭和１４年からの本格的な炭砿開発への着手、その躍進により、人口は増加を続け、昭和４０年には本町のピー

クとなる３０，２６６人に達しています。 

しかし、昭和４５年の羽幌炭砿閉山を境に、国の減反政策による離農の進行や国鉄羽幌線の廃止など社会情勢

等も影響し、人口は減少傾向となっています。 

本町の下水道事業は、平成５年に「羽幌町公共下水道事業基本計画」を策定し、翌平成６年に事業認可を受け、

下水道整備に着手しています。その後、平成１４年から終末処理場である羽幌浄化センターを、平成２８年にし尿・

浄化槽汚泥の受け入れ施設をそれぞれ供用開始しています。 

このように、汚水管・ポンプ場・終末処理場については概成しており、令和３年度に第７回変更（第８次認可）を行

い、ポンプ場・終末処理場の整備を進め、汚水管の定期点検や雨水管の新設等の事業を行っています。 

≪羽幌町下水道計画処理区域図≫ 
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３．総務省が推進する経営戦略策定及び改定の背景と目的 

（１）背景 

我が国においては、今後、急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や施設の老朽化による更新需要

の増大等、公営企業を取り巻く経営環境は一層厳しさを増す状況にあります。 

各公営企業が将来にわたり住民生活に必要なサービスを安定的に提供していくためには、公営企業会計

の適用拡大や経営比較分析表を活用した「見える化」による現状分析に基づく経営戦略の策定や抜本的な改

革等の取組を通じ、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図ることが求められています。 

 

※出典：総務省「令和 4 年度の公営企業関係主要施策に関する留意事項」について 
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（２）目的 

公営企業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としながら、住民生活に身近な社会資

本を整備し、必要なサービスを提供する役割を果たしており、将来にわたりその本来の目的である公共の福

祉を増進していくことが必要です。 

したがって、経営環境が厳しさを増す中にあっても、事業、サービスの提供を安定的に継続できるよう、中

長期的な視点に立った経営を行い、徹底した効率化、経営健全化に取り組むことが必要となっています。 

これらの課題や現状に対して、総務省においては、公営企業の中長期的な経営の基本計画である「経営戦

略」を企業ごとに策定し、それに基づく計画的かつ合理的な経営を行うことにより、経営基盤の強化と財政マ

ネジメントの向上を実現していくことを強く求めています。 

令和４年１月には総務省の「経営戦略策定・改定マニュアル」が改定となり、各自治体に対し、取組の進捗と

成果を一定期間ごとに評価、検証した上で、次の視点から実効性のある改定を求められています。 

❶ 今後の⼈⼝減少等を加味した料⾦（使用料）収入の的確な反映 

❷ 減価償却率や耐用年数等に基づく施設の⽼朽化を踏まえた将来における所要の更新費用の 

的確な反映 

❸ 物価上昇等を反映した維持管理費、委託費、動⼒費等の上昇傾向等の的確な反映 

❹ ❶❷❸等を反映した上での収⽀を維持する上で必要となる経営改⾰ 

（料⾦改定、広域化、⺠間活用及び効率化、事業廃⽌等）の検討 

これらの内容を反映したうえで、策定及び改定した経営戦略に沿った取組等の状況を踏まえつつ、PDCA

サイクルを通じて質を高めていくため、３年から５年ごとの⾒直しを行うことが重要としています。 
 

 

 
※出典：総務省「地方公営企業の現状と課題」  
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１．本戦略の事業の現況 

（１）事業の現況（事業概要） 

本戦略の対象は羽幌町公共下水道事業で、その概要は次のとおりです。 

 

  公共下水道事業 

建設開始 平成７年７月４日 

供用開始 平成１４年１０月１日 

法適・非適用区分 
法適用（全部適用） 

※令和６年４月１日より適用 

処理区域内人口密度 １８．５４人／ha 

流域下水道等への接続の有無 なし 

処理場数／処理区数 １箇所／１区 

広域化・共同化・最適化実施状況 
平成２８年度から苫前町、初山別村と MICS 事業を羽幌

町下水処理場で行っている。 

※令和 5 年度 地方財政状況調査より 

 

  

Ⅱ 羽幌町下水道事業の現状
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（２）使用料体系の状況 

本町の使用料体系は、水道料金比例制となっています。水道料金比例制とは、上水道の料金に一定の率を

乗じた金額を下水道の使用料とする制度のことです。 

 

■条例上の使用料（20 ㎥あたり）の過去 5 か年の推移（税込み） 

 

 

■実質的な使用料（20 ㎥あたり）の過去 5 か年の推移（税抜き） 

※条例上の使⽤料：条例に定められた単価で算出した一般家庭における 20 ㎥当たりの使⽤料 

※実質的な使⽤料：使用料単価（使用料収入の合計を有収⽔量の合計で除した値）に 20 ㎥を乗じたもの 

※実質的な使用料の算出は、地方公営企業決算状況調査を基に算出しているため、税抜き額となっています。 

 

■使用料体系（税込み） 

  

年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
使用料 3,600円 3,600円 3,600円 3,600円 3,600円

基本水量 基本料金

一般用 8立方メートル 1,440円 　1立方メートルごとに 180円
営業・団体用 20立方メートル 3,600円 　1立方メートルごとに 180円
公衆浴場用 100立方メートル 2,350円 　1立方メートルごとに  25円

区分
料金月額

超過料金

年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
使用料 3,671円 3,744円 3,761円 3,774円 3,773円
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（３）組織の状況 

本町の下水道事業については、上下水道課で所管しています。 

 

 

（４）民間活力の活用等 

❶⺠間委託 

（包括的⺠間委託を含む） 

施設維持管理業務、電気保安業務、消防用点検業務、水質分析業務を委

託 

❷指定管理者制度 なし 

❸ＰＰＰ/ＰＦＩ なし 

 

（５）資産活用の状況 

❶エネルギー利用 

（下水熱・下水汚泥・発電等） 
脱水汚泥の緑農地化（⺠間委託先によるもの） 

❷土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の活用等） 
検討中 

 

  

羽幌町 上下水道課

管理係

業務係
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２．経営状況分析 

（１）有収水量と有収率の推移 

使用料収入に影響を与える有収水量と有収率を、令和元年度から令和5年度までの過去5か年のデータ

から分析します。 

 

【有収水量／有収率の推移】 

有収水量とは、処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる水量をいいます。 

有収率は、処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる有収水量の割合を示します。 

有収率が高いほど使用料徴収の対象とすることができない不明水が少なく、効率的であることを示します。 

過去５か年の推移を見ると、公共下水道事業の有収水量は令和元年度がもっとも多く、令和２年度に大き

く減少したものの令和３年度で微増となり、以降は概ね減少傾向となっています。有収水量の平均は約421千

㎥です。また、有収率の５か年平均は９３．０５％となっています。 

 

■有収水量／有収率の推移 

 

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

年間有収水量(㎥) 441,960 422,069 424,701 408,697 406,257

有収率(％) 96.26 91.28 92.42 92.37 92.93
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80.00
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100.00
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400,000

410,000
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（２）処理区域内人口、水洗化人口及び水洗化率の推移 

次のグラフは、処理区域内人口、水洗化人口及び水洗化率の推移を示したものです。 

水洗化率は処理区域内人口に対する水洗化人口の割合です。 

処理区域内人口は減少傾向となっています。水洗化人口は令和２年度に微増していますが、現状は緩やか

に減少となっています。今後も人口は減少していくと予測されるため、処理区域内人口及び水洗化人口も減

少が続く見込みです。 

なお、水洗化率は令和２年度に７３%台となってからはほぼ横ばいで推移しています。水洗化率の向上は今

後も厳しく、横ばい状況が続くと考えられます。 

 

■処理区域内⼈⼝／水洗化⼈⼝／水洗化率の推移 

 

 

  

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

処理区域内人口(人) 5,674 5,642 5,491 5,338 5,172

水洗化人口(人) 4,124 4,158 4,027 3,922 3,797

水洗化率(％) 72.68 73.70 73.34 73.47 73.41
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（３）使用料収入及び使用料単価の推移 

次のグラフは、使用料収入と使用料単価の過去5か年の推移を示したものです。 

（２）で示したとおり人口は減少しており、それに伴い使用料収入も微減で推移しています。 

有収水量1㎥あたりの使用料収入を示す使用料単価は、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

■使用料収入／使用料単価の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

使用料収入(千円) 81,126 79,001 79,861 77,122 76,634

使用料単価(円) 183.56 187.18 188.04 188.70 188.63
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（４）企業債残高の推移 

次のグラフは、企業債残高の推移を示したものです。過去5か年で企業債残高は減少を続けています。 

処理場施設の機器更新等で起債を予定していますが、償還金額を上回ることはなく、企業債残高は今後も

減少していく見込みです。 

 

■企業債残高の推移 

 

 

  

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

地方債残高(千円) 2,053,787 1,887,085 1,718,738 1,556,916 1,400,104

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000
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（５）経営比較分析表による現状分析～留萌管内市町村との比較～ 

経営比較分析表は、総務省が推進する「見える化」の一環として、経営指標の経年比較や他（類似団体平

均）公営企業との比較等を行い、現状や課題等を的確に把握するとともに、経営状況をわかりやすく説明する

ため、策定し公表するものです。 

本戦略においては、経営比較分析表のうち次の経営指標について分析します。 

なお、比較にあたっては、留萌管内の下水道事業実施団体を対象としています。 

 

❶収益的収⽀比率 

❷経費回収率 

❸汚水処理原価 

❹水洗化率 

 

■令和 4 年度 留萌管内市町村の指標一覧 

 
  

団体名
処理区域内

人口(人)
有収率(%)

家庭内料金
20㎥（円）

収益的収支
比率（%）

経費回収
率（%）

汚水処理
原価（円）

水洗化率
(%)

羽幌町 5,338 92.37 3,600 89.19 55.14 342.24 73.47

留萌市(公共) 16,848 86.01 4,820 75.80 98.66 245.59 87.37
増毛町（公共）【法適】 2,382 88.85 3,790 101.80 48.23 348.96 78.34
小平町（特環） 2,225 90.10 3,240 64.69 50.45 344.72 85.71
苫前町（特環） 2,095 99.82 4,080 73.17 32.32 779.38 68.97
初山別村(農集) 894 100.00 3,660 60.36 33.20 486.64 78.86
初山別村（個排） 170 100.00 3,660 81.55 53.85 362.73 100.00
遠別町（特環） 1,973 94.59 3,700 53.10 43.87 421.72 88.39
遠別町（個排） 404 100.00 3,700 79.44 32.98 560.93 67.33
天塩町（特環） 2,137 99.66 4,200 39.05 41.48 560.51 90.03

平均 3,447 95.14 3,845 71.82 49.02 445.34 81.85
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❶収益的収支比率 

 

 基本算式：総収益／（総費用＋地方債償還金）×100（％） 

 

法非適用企業に用いる収益的収支比率は、使用料収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用

に地方債償還金を加えた額をどの程度賄えているかを表す指標です。 

収益的収支比率は、単年度の収支が黒字であることを示す１００％以上となっていることが必要です。 

数値が１００％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向けた取組が必

要です。 

一方でこの指標が１００％以上の場合であっても、更なる費用削減や更新投資等に充てる財源が確保され

ているか等、今後も健全経営を続けていくための改善点を洗い出すといった観点から分析が必要です。 

 

【ポイント】 

留萌管内各市町村の令和4年度平均（71.82％）より高い89.19％ 

 

■収益的収⽀比率の推移 

 

 

 

 

 

本町においては100％を下回っていることから単年度収支で赤字が発生している状況ですが、留萌管内各

市町村の令和4年度平均は上回っています。また、収益の大半を一般会計からの繰入金が占めている状況で

す。 

 

  

項目 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

総収益（千円）A 297,988 303,579 275,707 303,525 310,083

総費用＋地方債償還金（千円）B 337,866 339,745 322,127 340,294 320,922

収益的収支比率（％）A／B 88.20% 89.35% 85.59% 89.19% 96.62%
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一般会計からの負担金は毎年度総務省において繰出基準が示されています。繰出基準に基づき、一般会

計が負担・補助等する必要な経費として、財政措置（交付税措置）が認められる繰入金を基準内繰入金、繰

出基準に 基づかないものを基準外繰入金といい、基準外繰入金は一般的に現金収支不足（赤字補填）に対

する補助分となります。 

本町においては、令和5年度に資本的収支における基準外繰入金が約0.2億円発生しています。 

 

■繰入⾦の推移                          （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地方財政状況調査より 

 

  

収支区分 区分 令和元年度 令和２年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
基準内 169,584 172,845 160,979 163,871 165,307
基準外 21,040 27,343 19,494 42,570 50,613

190,624 200,188 180,473 206,441 215,920
基準内 1,480 0 0 0 0
基準外 61,680 36,982 52,927 27,159 24,080

63,160 36,982 52,927 27,159 24,080
基準内 171,064 172,845 160,979 163,871 165,307
基準外 82,720 64,325 72,421 69,729 74,693

253,784 237,170 233,400 233,600 240,000

収益的収支

資本的収支

計
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❷経費回収率 

 

 基本算式：下水道使用料／汚水処理費（公費負担分を除く）×100（％） 

 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料

水準等を評価することができます。 

国土交通省においては、下水道事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費及びその事業

の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが困難であると認められ

る経費を除き、当該事業の経営に伴う収入をもって充てなければならないとしており、適正な経費負担区分を

前提とした「独立採算の原則」が定められていることから、経費回収率が１００％以上になることを求めていま

す。 

数値が１００％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄われていることを意

味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要です。 

 

【ポイント】 

留萌管内各市町村の令和4年度平均（49.02％）より高い55.14％ 

 

■経費回収率の推移 

 

本町の経費回収率は、令和元年度から令和4年度まで横ばいで経過しています。 

また、公営企業会計への移行による打ち切り決算の影響で、経費回収率は令和５年度に増加していますが

一時的なものです。 

 

  

経費回収率

汚水処理費（千円）A 152,313 146,904 148,693 139,872 110,905

使用料収入（千円）B 81,126 79,001 79,861 77,122 76,634

経費回収率（％）B／A 53.26 53.78 53.71 55.14 69.10

令和5年度令和元年度 令和4年度令和2年度 令和3年度項目
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❸汚水処理原価 

 

 基本算式：汚水処理費／年間有収水量（㎥） 

 

汚水処理原価は、有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費と汚水維持管理費の

両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。 

汚水処理原価が留萌管内各市町村との比較で低い場合であっても、有収水量や汚水処理費の経年の変

化等を踏まえた上で、現状を分析し、今後の状況について将来推計する必要があります。 

また、分析及び統計を基に、必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減、接続率の向上により有収

水量を増加させる取組といった経営改善が求められます。 

 

【ポイント】 

留萌管内各市町村の令和4年度平均（445.34円）より低い342.24円 

 

■汚水処理原価の推移 

 

 

 

  

汚水処理費（千円）A 152,313 146,904 148,693 139,872 110,905

有収水量（㎥）B 441,960 422,069 424,701 408,697 406,257

汚水処理原価（円）A／B 344.63 348.06 350.11 342.24 272.99

令和3年度令和2年度項目 令和元年度 令和4年度 令和5年度
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❹水洗化率 

 

 基本算式：水洗化人口／処理区域内人口×100（％） 

 

水洗化率とは、現在の処理区域において、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を表し

た指標です。 

水洗化率を向上させることは、整備済みの施設をフル活用することであり、投資資本の早期回収及び企業

経営の健全化の観点から重要です。 

 

【ポイント】 

留萌管内各市町村の令和4年度平均（81.85％）より低い73.47％ 

 

■水洗化率の推移 

 

 

  

処理区域内人口（人）A 5,674 5,642 5,491 5,338 5,172

水洗化人口（人）B 4,124 4,158 4,027 3,922 3,797

水洗化率（％）B/A 72.68 73.70 73.34 73.47 73.41

項目 令和元年度 令和4年度 令和5年度令和2年度 令和3年度
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（６）経営比較分析表から見える本町の特徴 

前ページまでの検証結果をまとめると次のとおりです。 

 

①収益的収支比率、経費回収率ともに１００％に満たない 

〇原因と今後の対策 

収益的収支比率は令和５年度において、96.６２％と改善の兆しを見せています。今後も、100％以上に向

けて、支出の抑制をしていく必要があります。 

 

②使用料収入は減少 

○原因と今後の対策 

処理区域内人口の減少に伴い、使用料収入は減収となっています。水洗化率向上による増収も厳しい見

込みであり、今後は使用料改定を検討する必要があります。 

 

③汚水処理費の抑制 

○原因と今後の対策 

令和５年度の汚水処理費は、令和元年度と比較し減少しています。それにより経費回収率は増加し、汚水

処理原価は減少しています。 

今後も継続して汚水処理費の抑制に向けた取組が必要となります。 

 

④公営企業会計への対応 

○今後の対策 

本町においては、令和６年度より公営企業法適用し、公営企業会計による会計制度へ移行しました。今後

は減価償却費や長期前受金戻入といった企業会計への対応が必要となります。貸借対照表や損益計算書を

含めた今後の予測を明確にします。 
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３．施設の状況 

（１）町内の汚水処理施設の状況 

本町は羽幌浄化センターと羽幌ポンプ場を有しており、供用開始年度は次の表のとおりです。設置から２０

年以上経過し、能力の低下が見られることから、ストックマネジメント計画に基づき、計画的な更新工事を行っ

ています。 

■施設の概要 

  

  

項目

施設名 羽幌浄化センター 羽幌ポンプ場

所在地 羽幌町字朝日１４４３番地 羽幌町北４条１丁目

敷地面積 約18,000㎡ 300.59㎡

下水排除方式 分流式 分流式

下水処理方式 オキシデーションディッチ法

汚泥処理方式 濃縮→機械脱水

供用開始年度

施設情報

平成１４年１０月
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（２）管渠の状況 

管渠については、平成７年度に着手し、現在までに55,679.01ｍが整備済みとなっています。以下の図表

から平成10年度から平成１５年度にかけて整備が集中していることがわかります。 

管渠の標準耐用年数は50年とされており、更新時期はまだ先ではありますが、将来を見据えた適切な維持

管理と計画的な更新を図ることが必要となります。 

 

■各年度整備延長                             （単位：ｍ） 
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整備延長（ｍ） 延長累計（ｍ）

総延長 55,679.01ｍ 
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１．有収水量及び使用料収入の予測 

（１）有収水量の予測 

経営戦略の改定に際し、総人口は国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計を基に算出し、 処

理区域内人口・水洗化人口については過去3か年の増減実績を基に推計しています。 

また、過年度の実績から一人当たり処理水量及び有収率を設定し、汚水処理水量と年間有収水量の推計

を行っています。 

 

■有収水量の予測のための前提条件 

●総⼈⼝ 

国立社会保障・⼈⼝問題研究所による将来⼈⼝推計を基に推計 

●処理区域内⼈⼝ 

総⼈⼝に普及率（令和 3～令和 5 年度実績平均）を乗じた値 

●水洗化⼈⼝ 

処理区域内⼈⼝に水洗化率（令和 3～令和 5 年度実績平均）を乗じた値 

●年間有収水量 

水洗化⼈⼝に一⼈当たりの有収水量（令和 3～令和 5 年度実績平均）を乗じた値 

 

本シミュレーションでは国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計のとおり、人口減少が想定さ

れる中で、各家庭における使用量の減少を想定しています。 

 

  

Ⅲ 今後の予測と経営の基本方針 
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■総⼈⼝と処理区域⼈⼝の予測                       （単位：⼈） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■水洗化⼈⼝／水洗化率の予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有収水量の予測 

  

 

  

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

人口推計(人) 5,924 5,835 5,706 5,578 5,449 5,321 5,192 5,071 4,950 4,830 4,709

処理区域内人口(人) 5,095 4,997 4,887 4,776 4,666 4,556 4,446 4,343 4,239 4,136 4,032

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

人人

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

水洗化人口(人) 3,740 3,668 3,587 3,506 3,426 3,345 3,264 3,188 3,112 3,036 2,960

水洗化率(％) 73.47 73.41 73.41 73.41 73.41 73.41 73.41 73.41 73.41 73.41 73.41

0.00

20.00
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5,000

％人

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

有収水量(㎥) 435,224 402,405 399,495 396,216 387,515 382,465 376,762 370,686 365,296 359,693 354,011

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

㎥
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（２）使用料収入の予測 

総人口、処理区域内人口、水洗化人口及び有収水量の予測に基づき、令和６年度予算単価から推移した

場合の使用料収入についての試算を行いました。 

結果は次のグラフのとおり、各家庭における使用量の減少を想定しているため、それに伴い使用料収入も

減少傾向になると想定しています。 

 

■使用料収入の予測 

 

 

  

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

使用料収入(千円) 75,104 73,905 72,741 71,577 70,412 69,248 68,084 66,991 65,897 64,804 63,710

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

千円
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２．投資及び投資財源の予測 

（１）投資の予測 

下水道事業では、安定的に下水処理を行うために下水道施設や管路の健全性を維持することが極めて重

要です。 

また、人口減少や節水機器の普及等により、有収水量は将来的に減少することが予測され、今後の新規の

投資（整備事業)については、施設の老朽化や効率性を考慮する必要があります。 

本町では、計画期間である令和６年度から令和１6年度までの１０年間においてストックマネジメント事業を

計画しており、投資総額は約6.１億円を想定しています。 

 

■令和 16 年度までの全体投資スケジュール              （単位：千円／税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、この表では、全体投資スケジュールとして令和16年度まで掲載していますが、各事業については計画

期間後も継続して事業を行っていきます。 

 

 

  

内容　　年度 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10 令和11 令和12 令和13 令和14 令和15 令和16

①【事業計画変更】期間満了に伴う更新

金額 4,000 6,000

②【ストックマネジメント計画策定】処理場、ポンプ場詳細調査、診断、対策検討、将来の予測など

金額 14,300 15,000 15,000

③【ストックマネジメント事業】処理場、ポンプ場更新改修に係る工事・設計

金額 48,260 35,800 40,000 40,000 40,000 40,000 60,000 40,000 40,000 40,000 40,000

④【管渠建設改良】雨水管に係る管渠布設工事　

金額 19,000

⑤【管渠建設改良】公共汚水桝、マンホール更新など　

金額 5,896 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

⑥【その他計画等】

金額 3,718 5,000

事業費合計 91,174 41,800 50,000 46,000 46,000 61,000 77,000 46,000 46,000 46,000 61,000
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（２）投資財源の予測 

令和６年度から令和16年度までの主要な事業における投資予測額は総額約6.1億円となることが想定され

ます。 

前ページの投資に対する事業費は、国の社会資本整備総合交付金を活用する他、企業債や他会計補助金

で実施する予定です。 

年度別の財源は次のとおりと想定しています。 

 

■令和 16 年度までの年度別投資財源                 （単位：千円／税込） 

 

 

  

内容　年度 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10 令和11 令和12 令和13 令和14 令和15 令和16

財源内訳

①国庫補助金

金額 28,152 16,110 19,800 18,000 18,000 24,750 29,700 18,000 18,000 18,000 24,750

②企業債

金額 16,100 22,100 22,700 24,500 24,500 24,500 32,800 24,500 24,500 24,500 24,500

③他会計出資金等

金額 46,922 3,590 7,500 3,500 3,500 11,750 14,500 3,500 3,500 3,500 11,750
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（３）企業債残高の予測 

前ページまでの投資財源を踏まえた、今後の企業債残高の予測は次のとおりです。 

企業債残高は令和6年度以降、徐々に減少する見込みとなっています。 

 

■企業債残高の予測 

 

 

  

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

企業債残高（千円） 1,242,959 1,095,398 949,527 816,742 723,793 648,924 615,468 575,288 535,524 544,188 493,251

0
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３．組織の予測 

現状の業務に必要最低限の人員で業務を遂行しており、人員削減等の予定はありません。 

 

４．現状の課題 

これまで行ってきた検証に基づき、課題を整理すると次のとおりとなります。 

 

○処理区域⼈⼝及び水洗化⼈⼝の減少を踏まえた経営戦略が必要 

○汚水処理費削減に向けた取組が必要 

○公営企業会計への対応 

○持続的な下水道機能確保のための施設の適切な維持管理 

 

  



 

28 

 

５．経営の基本方針と目標 

【経営の基本方針】 

 

生活環境の充実  

 

人口減少や高齢化の進行、節水機器の普及等、下水道使用料収入の減少要因があることに加え、施設及

び設備の老朽化に伴う改築及び更新事業への投資の増大等、今後の公共下水道事業を取り巻く経営環境は

ますます厳しくなることが予想されます。しかし、このような状況であっても“生活環境の充実”を下水道経営の

基本方針として、経営戦略を改定しました。 

本戦略の計画期間は令和7年度から令和１6年度までとします。 

下水道事業は、管路や処理施設、各種施設等多くの資産の健全性を維持することが、安定した事業運営を

行うための前提条件となります。 

一方で、投資事業には多大な資金が必要になるため、その「投資試算」(投資事業にかかる費用の見通し)

と「財源試算」(下水道使用料収入等財源の見通し)を均衡させなければ、事業を持続させることはできません。 

この投資事業に必要な財源を確保し、「投資試算」と「財源試算」を均衡させるためには、徹底した公共下水

道事業の効率化や健全化に取り組み、事業運営に係る経常的な費用の削減と適正な使用料の設定を進める

ことで経営基盤の強化を図るとともに、施設や設備等の投資の最適化を進めることが必要です。 

そこで、この経営の基本方針を実現するために、具体的に次の目標と施策を設定しました。 
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■経営目標 

経営目標❶経常収支比率 100％の維持 

本計画期間である令和 16 年度まで経常収支比率 100％を維持します。 

経営目標❷経費回収率 50％以上 

本計画期間である令和 16 年度までに 50％以上を目指します。 

 

■2つの取組 

取組❶下水道施設の適正管理 

適切な施設の維持管理、計画的な設備更新を行い、経営の効率化・健全化を図るとともに、

安全で安定した施設整備を目指します。 

取組❷財政運営の健全化 

今後、人口減少による使用料収入の減少が見込まれる中、適切な施設の維持管理を行いつつ、

地方債の着実な償還を進めることにより将来の財務負担を抑制するとともに、毎年度の他会計

補助金の縮小を図り、財政運営の健全化を図っていくことを目指します。 
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１．投資・財政計画の計算根拠 

（１）収益的収支 

投資・財政計画の収益的収支（下水道施設等を維持管理するためにかかる収支）を推計するに当たっては、

前章で示した予測に基づいて算出しています。 

経費のうち薬品費、修繕費、委託料等については民間委託活用を行う等、引き続きコストの縮減に努めて

いきます。ただし、動力費、修繕費、材料費、委託料等については今後の物価上昇を見込んでいます。 

投資・財政計画は30年間のシミュレーションを行いますが、このうち本戦略の計画期間である令和16年度

までの１０年間分を掲載します。 

 

（２）資本的収支 

投資・財政計画の資本的収支（下水道施設等を改築及び更新するために要する収支）を推計するに当たり、

前章で示した予測に基づき算出しています。 

収益的収支同様に、投資・財政計画は３０年間のシミュレーションを行い、このうち本戦略の計画期間であ

る令和16年度までの１０年間分を掲載します。 

 

２．投資・財政計画（シミュレーション） 

（１）現状予測に基づくシミュレーション 

今後の厳しい経営環境の中で目標達成に向けては、取組を明確にするとともに、今後経営に対する管理を

より一層厳格化する必要があります。 

そこでまず、今後の経営を見通すうえで、現状の予測に基づいたシミュレーションを行います。 

なお、動力費・修繕費・材料費の物価上昇率は1年ごとに１％上昇するものとして計算しています。 

Ⅳ 投資・財政計画
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現状予測に基づくシミュレーションのポイントは次のとおりとなります。 

 

■現状予測に基づくシミュレーションのポイント 

●使用料収入：⼈⼝減少伴い減少傾向となっている。 

●他会計補助⾦（収益的収⽀・資本的収⽀合算）：基準外繰入⾦の抑制から減少傾向となっている。 

●経常収⽀比率：令和１４年度に 100％を下回る。 

●経費回収率：期間中減少傾向にあり、令和１６年度では 49.21％となっている。 

●汚水処理原価：物価上昇等により増加傾向となっている。 

●企業債残高：償還が借入を上回り、減少傾向となっている。 
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（２）投資・財政計画の検討 

現状の予測に基づいたシミュレーションを行った結果、29頁に示した目標値に対しての所見は

次のとおりです。 

 

経営目標❶経常収支比率100％の維持・・・計画期間内に未達成 

経営目標❷経費回収率 50％以上・・・計画期間内に未達成 

 

 

このため、本戦略においては一般会計からの負担軽減や特に経費回収率の確実な達成に着眼

して次の2パターンにて検証を行います。 

 

（例） 

パターン❶計画終期に経常収支比率100％、経費回収率50％以上 

       使用料改定を令和1３年度に使用料を10％引き上げ 

パターン❷計画終期に経常収支比率100％、経費回収率５5％以上 

       使用料改定を令和1３年度に使用料を２0％引き上げ 

なお、上記は使用料収入及び他会計補助金以外は現状予測に基づくシミュレーション同条件と

します。このため、収益的収支のみの掲載とします。 
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令和１3年度以降の使用料改定により、収支結果は次のとおりとなります。 

 

■令和1３年度以降の収⽀の推移及び４か年の合計        （単位：千円） 

 

 

パターン❶においては現状予測パターンに対して使用料改定からの４年間合計で約４百万円の

黒字となります。同様にパターン❷では約22百万円の効果となります。 

使用料改定による効果としては収支の黒字化は期待できるものの、現状においては使用者負担

の増大が懸念されることから、本計画期間はパターン❶に基づき本戦略を推進します。 

なお、今後の状況を踏まえたうえで使用料改定の検討は継続し、５年に１回の検討を行います。 

 

  

パターン 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 合計

現状予測 903 -3,131 -7,046 -4,189 -13,463

パターン❶ 5,493 1,350 -2,674 73 4,243

パターン❷ 10,084 5,832 1,698 4,336 21,949
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（３）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明  

❶収支計画のうち投資についての説明 

収支計画には、主に次の取組に要する収入・支出を計上しています。 

○下水道ストックマネジメント支援制度等による施設管理・改築 

 

❷収支計画のうち財源についての説明  

【収益的収入】 

●使用料収入 

推計した有収水量を、現行の使用料体系に当てはめて算定した金額を見込んでいます。 

●補助金-他会計補助金 

総務省から発出される『地方公営企業繰出金について（通知）』の繰出基準に基づき算定した金

額等を見込んでいます。 

【資本的収入】 

●企業債 

建設改良費の財源のうち、国庫補助金以外の部分については、下水道事業債の発行を見込ん

でいます。事業単位での発行となり、取得する資産（施設）の耐用年数に応じた借入期間（～30年）

を設定しています。 

●他会計補助金 

繰出基準に基づき算定した金額及び過年度に発行した下水道事業債の元金償還金に伴う収支

不足額を見込んでいます。 

●国（道）補助金 

国庫補助対象事業の建設改良費に対して、該当の補助率により金額を見込んでいます。 

 

❸収支計画のうち投資以外の経費についての説明  

【収益的支出】 

●経費 

職員給与費や修繕費、委託料等、各年度の取組に必要となる費用について物価変動を考慮し

ながら個別に積み上げて計上しています。 

●減価償却費（※長期前受金戻入額も同様） 

令和５年度までに取得した資産（施設）分に加え、令和6年度以降に取得予定の資産分を踏まえ

て算出しています。償却率は、施設の耐用年数（10～50年）に応じて設定しています。 

●支払利息 

令和５年度までに借入した下水道事業債の利子償還金に加え、令和6年度以降に発行する分

の償還金を見込んでいます。利率は、借入期間に応じて設定しています。 
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【資本的支出】 

●企業債償還金 

令和５年度までに借入した下水道事業債等の元金償還金に加え、令和6年度以降に発行する

分の償還金を見込んでいます。 

 

（４）投資・財政計画（収支計画）における今後の取組概要  

２8頁で設定した経営の基本方針の“生活環境の充実”を実現するためには、計画期間内に目

標を達成する必要があります。 

したがって３５頁で示したシミュレーションパターン➊の結果を目標とします。 

企業会計移行後の決算状況を把握の上、今後の状況次第により使用料改定の検討を行います。

ただし、使用料改定が必要となった場合は、町民への説明等が必要となることから、最短でも令和

１３年度を目途に今後の取組を実施します。 

具体的には経営の基本方針における目標達成や投資・財政計画の推進に向け、次のとおり活動

を実施します。 

 

❶本戦略の計画期間における目標値達成に向けた活動 

これまでに本町が整備した下水道施設への接続率向上に向けて町民への周知や啓蒙活動を実

施します。 

なお、使用料改定の必要性が生じた場合は、使用者の負担軽減や本事業の継続性を前提とし

て、社会情勢、経営環境の変化を考慮するとともに、原価計算等の結果を踏まえ検討します。 

各経費については、物価上昇に伴い圧縮や削減が難しい状況となっていることから、引き続き効

率的及び効果的なコストを意識し、可能な限りの縮減に努めます。 

 

○動⼒費 

現状の状況を維持しつつ、費用削減を目指します。 

○修繕費 

管渠の劣化・誤接続の状況を把握し、改善対策を行います。 

 

❷本戦略の計画期間における目標値達成に向けたロードマップ 

本戦略の計画期間における目標達成に向けて、次に示すロードマップに基づいて取組を実施し

ます。 

特に使用料改定については検討、協議、実施、検証の流れを確立し、使用料改定の検討を令和

1３年度以降５年に１回、本戦略を含めた見直し及び改定を実施します。 
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■目標に向けたロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ロードマップに伴う目標値の推移                     

 

 

 

 

 

❸本戦略の計画期間における投資及び投資財源に対する取組及び検討 

本戦略の計画期間においては、施設の長寿命化対策を予定しています。 

また、今後の投資に向けては次の視点を含めて検討を行います。 

 

○今後の維持管理費用（ランニングコスト）の低減化 

○総務省が推進する広域化・共同化 

○PPP／PFI の⺠間活⼒の活用 

○省エネルギー(脱炭素化)を目指した設備等の導入 

○国の推進する脱炭素化、省エネルギー、広域化等に対する補助⾦等の確保 

 

❹その他本戦略の計画期間における取組及び検討事項 

●弾力的な使用料改定に向けた原価計算の実施 

経営環境が大きく変貌する中で、本事業を持続的に運営する必要があります。このための財源

としての使用料収入は不可欠です。 

総務省においては、地方公営企業の料金（使用料）については、「公正妥当なもので、かつ能率

的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができ

るものでなければならない」とし、計画的な料金水準（使用料）の改定を求めています。 

計画的な料金水準（使用料）の改定に向けての留意事項として、総務省は次のものを求めてい

ます。 

 

年度 収益確保の活動 経費削減の活動

令和7年度 使用料改定の検討・効果検証 コスト効率化、投資の平準化に向けた検討

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

令和12年度 使用料改定の検討・効果検証

令和13年度 使用料改定

令和14年度

令和15年度

令和16年度

年度 経常収支比率 経費回収率

令和5年度 現状値：96.62% 現状値：69.10%

令和１１年度 中間値：104.17% 中間値：59.75%

令和16年度 目標値：101.13% 目標値：55.79%
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・社会情勢、経営環境の変化に応じて適切な料⾦となるよう、３年から５年内の経営戦略の改定の 

際に料⾦水準等を検証し、必要な改定の検討を行うこと。その際、施設の⽼朽化の実態や経営の 

将来見通しについて住⺠や議会にわかりやすく公表し、議論すること。  

・総括原価主義の原則に基づき、狭義の原価に事業報酬を加えた原価を基礎とすること。その際、経

営改善・合理化を一層徹底し、原価を極⼒抑制するとともに、特に水道事業や下水道事業など、将

来にわたって安定的に事業を継続する必要がある事業については、施設の計画的な更新の原資を確

保するため、事業報酬として必要な資産維持費を算定することを検討すること。  

・⼈⼝減少等の経営環境の変化に対応するため、将来にわたり健全な経営を確保できる水準とすると

ともに、料⾦体系（例えば、基本料⾦と従量料⾦の比率等）についても適切に配意すること。 

このため、本町においても原価計算による現状と今後の使用料改定に向けた検討及び議論を進

めます。 

 

●下水道事業の理解促進に向けた広報及び啓発活動 

ホームページや広報等により下水道の目的、役割、水洗化の効果等を広く周知し、理解を得るよ

う普及促進に努めます。 
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１．経営推進体制 

本戦略における取組は、上下水道課を中心として実施します。進捗状況については、上下水道

課で情報収集及び進捗管理を行い、町長と協議します。 

また、上下水道課が事務局となり議会に計画内容を報告し、推進します。 

 

■経営推進体制イメージ 

 

 

 

 

 

 

  

報告

町長

報告

議会上下水道課

Ⅴ 経営戦略の遂行に向けた取組体制 
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２．PDCA サイクルの実行 

経営戦略はＰＤＣＡサイクルにおける計画（Plan）に位置付けられます。今後は実行（Do）、検証

（Check）、改善（Action）等のPDCAサイクルを確実に実施することが重要です。  

検証においては、経営比較分析表を毎年度作成し、経営指標を⽤いた経営分析や類似団体と

の比較分析を行います。 

また、必要に応じて議会へ報告する等、チェック機能の充実を図ります。これらのPDCAサイクル

により経営状況を的確に把握し、経営の健全化及び効率化に取り組んでいきます。 

なお、ＰＤＣＡのサイクルイメージは次の図のとおりです。 

 

■PDCA サイクルイメージ 

 

 

  

Action Plan
（改善） （計画）

施策と目標の見直し 経営戦略の改定

Check Do
（検証） （実行）

達成度の評価と検証 目標達成に向けた

事業実施
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３．次回以降の見直し 

本戦略の次回以降の見直しについては、使用料の妥当性の検証及び検討や投資計画の進捗等、

経営の変化にあわせて、令和１１年度から定期的に行います。 

なお、自然災害等の突発的な事象があれば、次のスケジュールに関わらず適宜見直しを行うこと

とします。 

また見直しを行った場合には、ホームページ等により、広く町民等へ公表することとします。 

 

■経営戦略及び使用料の見直し・検討スケジュール 

  

 

 

 

  

年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

経営戦略 見直し・公表 見直し・公表

使用料 検討・検証 検討・検証 改定予定
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【用語集】 

《あ行》 

一般会計からの繰入金 

一般会計から下水道事業会計へ⽀出する繰出⾦で、下水道事業会計から見ると繰入⾦であり、その 

 財源は主に税⾦です。 

エネルギー利用 

下水道事業の実施に伴い生じる資源を用いた収入増につながる取組です。 

 

《か行》 

改築 

 機能の低下した下水道施設に対して、対象施設の全部又は一部の再建設あるいは取り替えを行うこ 

 とにより、機能を回復させることで所定の耐用年数が新たに確保されることをいいます。 

管渠 

下水（汚水や雨水）を流すための管のことです。 

管路 

管渠、マンホール、ます、取付管の総称です。 

企業債 

地方公共団体が建設・改良の財源に充てるために起こす地方債（借⾦）のことです。 

共同化 

複数自治体で共同使用する施設の建設や事務の一部を共同して管理及び執行することをいいます。 

供用開始 

下水道の整備により、多くの⼈が使用可能になることをいいます。 

経常収支 

主たる経営活動と他の経営活動から日常的に得ている収益及び費用です。 

下水道審議会 

条例に基づき設置された町⺠等から構成される町の附属機関で、町長の諮問に応じ調査審議します。 

下水道処理区域 

排除された下水を終末処理場により処理することができる区域です。 

減価償却費 

長期にわたって使用する固定資産の価値の減少相当分を費用として計上したものです。 

広域化 

一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指します。 

公営企業会計 

病院や水道事業等地方公共団体が運営している公営企業が取り入れている複式簿記の会計処理です。 

公共用水域  

河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供する水域、及びこれに接続する公共溝渠、かんが 

 い用水路、その他公共の用に供する水路です。 
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固定資産 

１年以上にわたり使用する土地や建物、構築物などのことです。固定資産のうち償却資産は減価償 

却されます。 

固定負債 

１年を超えて⽀払時期が到来する負債です。地方債の残高のうち、翌年度に⽀払う予定の⾦額（流 

動負債に計上した額）を除いた額です。 

 

《さ行》 

最適化 

①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条 

 件に応じて最適なものを選択すること、③施設の統廃合を指します。 

指定管理者制度 

公共施設の管理及び運営を⺠間企業が行うことをいいます。 

資本勘定職員 

主に建設を担当する職員です。 

資本的収支 

固定資産の取得や改築及び改良に伴い発生する収入及び⽀出です。 

収益的収支 

企業の経営活動に伴い発生する収益及び経費です。 

修繕 

⽼朽化した施設又は故障若しくは破損した施設を修理して、施設の現状回復を図ることをいいます。 

修繕は、所定の耐用年数を維持するもので延伸はしません。 

従量制 

使用水量に応じて使用料を算定する料⾦体系をいいます。 

使用料単価 

使用料収入額を有収水量で除したものです。 

処理人口普及率 

下水道を利用できる⼈⼝が町全体の⼈⼝のうちどのくらいかを表す指標です。 

水洗化人口／水洗化率 

実際に下水道に接続している⼈⼝又は割合を表す指標です。 

ストックマネジメント 

目標とする明確なサービス水準を定め、その状態を点検及び調査等によって客観的に把握及び評価 

 し、長期的な施設の状態を予測しながら、点検及び調査、修繕及び改築を一体的に捉えて下水道施 

 設を計画的かつ効率的に管理することをいいます。 

損益勘定職員 

主に維持管理を担当する職員です。 

損益勘定留保資金 

減価償却費や資産減耗費等現⾦を伴わない費用によって内部に残る資⾦（内部留保資⾦）のことです。 
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《た行》 

⻑期前受金戻入 

資産取得時の補助⾦等を減価償却に応じて収益化した現⾦を伴わない収益です。 

⻑寿命化対策 

既存施設をより長く安全に利用するため⽼朽化の進行を防ぎ、延命措置を行うことをいいます。 

独立採算制の原則 

繰入⾦（税⾦）ではなく、使用料で経営を行わなければならないという原則です。 

土地・施設等利用 

下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた収入増につながる取組です。 

 

《は行》 

標準耐用年数 

法律等で決められた資産が利用できるとされる期間です。 

PPP／PFI 

官⺠連携事業の総称であり、PFI（⺠間資⾦等活用事業）以外に指定管理者制度の導入や包括的⺠

間委託等の手段があります。 

包括的⺠間委託 

維持管理等で複数の業務を一体的（包括的）に発注し、また、複数年契約にて⺠間企業に委託する 

ことをいいます。これにより、⺠間のノウハウを生かしつつ業務の効率化を図ります。 

法適 

地方公営企業法を事業に適用し、公営企業会計となっていることを示します。 

ポンプ場 

地形上、終末処理場まで自然流下できない場所、管渠が地中深くなりすぎる場所に設け、水位を上 

 げるための施設です。 

 

《ま行》 

⺠間委託 

地方公共団体の行う業務を⺠間企業に委託することをいいます。 

 

《や行》 

有収水量  

上水道の使用水量等、使用料の算定の基準になるものです。 

 

《ら行》 

流域下水道  

２以上の市町村からの下水を受け処理するための下水道で終末処理場と幹線管渠からなり、事業主 

体は都道府県です。 

 

 



 

48 

 

流動資産  

現⾦及び比較的短期間のうちに回収され、または販売されることによって現⾦に換えることのでき 

 る資産をいいます。 

流動負債  

負債のうち事業の通常の取引において１年以内に償還しなければならない短期の債務をいいます。 
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